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令和７年第４回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ７年１２月 ９日（火）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ７年１２月 ９日（火） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（９名）

１番 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 水 道 ガ ス 課 長 田 中 俊 和

副 町 長 佐 藤 英 代 水 道 ガ ス 課 参 事 廣 田 栄

総 務 課 長 佐 藤 久 出 納 室 長 工 藤 貴 司

危 機 対 策 室 長 吉 田 泰 博 消 防 長 沼 田 明 宏

まちづくり推進課長 小山内 敏 洋 病 院 事 務 長 橋 本 啓 一

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病 院 参 事 加 藤 典 明

税 務 課 長 小 川 洋 教 育 長 近 藤 英 隆

町 民 課 長 増 田 理 恵 学 校 教 育 課 長 神 野 隆 之

保 健 福 祉 課 長 田 野 憲 哉 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 書 記 長 佐 藤 久

産 業 振 興 課 長 田 中 浩 監 査 事 務 局 長 佐々木 学

建 設 課 長 上 野 訓 農業委員会事務局長 田 中 浩

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 佐々木 学

議 会 事 務 局 主 査 本 前 武 広

議 事 係 川 村 界 斗
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長行政報告

日程第４ 議案第１号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第５ 議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第６ 議案第３号 長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手

当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

日程第７ 議案第４号 長万部町議会議員の期末手当支給に関する条例の一部を改正する

条例

日程第８ 議案第５号 長万部町税条例の一部を改正する条例

日程第９ 議案第６号 長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日程第10 議案第７号 長万部町火災予防条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第８号 令和７年度長万部町一般会計補正予算（第６号）

日程第12 議案第９号 令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第10号 令和７年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第11号 令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第12号 令和７年度長万部町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第16 議案第13号 令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第14号 令和７年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

日程第18 同意第１号 長万部町固定資産評価審査委員会委員の選任について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） おはようございます。開会に先立ち、昨晩の青森県東方沖を震源とする地

震により、担当の任にあたられた防災関係各位の皆様、また、不安で眠れぬ夜を過ごされた町民の

皆様、大変お疲れ様でした。

ただいまの出席議員は９名であります。定足数に達しておりますので、これより令和７年第４回

長万部町議会定例会を開会いたします。

◎町長挨拶

○議長（柏倉恵里子） 日程に入る前に、今定例会の開会にあたり、町長より挨拶の申し出があり

ますのでこれを許可いたします。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 議員の皆様おはようございます。本定例会の開会にあたりまして、一言ご挨

拶を申し上げます。

本日は令和７年第４回町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にご参集賜り厚く

お礼を申し上げます。

はじめに、昨日午後１１時１５分に、青森県東方沖で発生した地震により、被害を受けられた方

々に対し、心よりお見舞いを申し上げます。地震の状況につきましては、青森県八戸市で最大震度

となる６強を観測し、北海道から兵庫県までの広い範囲で揺れを感じ、津波警報や注意報が発表さ

れました。長万部町では震度３を観測し津波注意報が発表され、午後１１時５３分に災害対策本部

を設置して、自主避難者のための６か所の避難所を開設することや、道路状況の確認などを決定い

たしました。自主避難された方は６か所のうち２か所に最大１７名おりましたが、午前３時１０分

に全員帰宅が完了しております。このほか東京理科大学や長万部公園などに車で避難された方を確

認しております。災害対策本部につきましては、本日午前９時に会議を開催して解散を決定いたし

ました。なお、町内パトロールにより、道路などには被害がないことを確認しております。

次に、本格的な冬に向かい、灯油料金の増高、電気料金の高止まりに鑑み、高齢者や障害者等で

低所得者の状況にある方に冬季福祉給付金事業を実施いたします。なお、水道料金については、メ

ーター口径が１３ミリメートル、２０ミリメートル、２５ミリメートルで契約されている方の基本

料金を物価高騰による生活への影響を鑑み、令和８年１月から３月までの３か月間、町民の皆様の

生活支援のため減免いたします。

最後に、本定例会に提案した議件は、条例の一部改正、各会計補正予算など１５件となっており

ます。議案上程の都度担当説明員から説明させますので、よろしくご審議くださるようお願い申し

上げ、報告とさせていただきます。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で町長の挨拶を終わります。

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
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◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

佐々木事務局長。

○議会事務局長 (佐々木学) 諸般の報告をいたします。

監査委員から令和７年度定期監査結果報告書及び９月分、１０月分例月出納検査結果報告書が。

渡島廃棄物処理広域連合議会議員から会議結果報告書が。また各議員から渡島檜山管内市町村議会

議員研修会の議員派遣結果報告書が提出されましたので、それぞれの写しをお手元に配付いたしま

した。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長その他執行機関及びそれぞれ委

任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において５番北川議員、６番高森議

員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの４日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって会期は本日から１２月１２日までの４日間と決定いたしました。

◎町長行政報告

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、町長行政報告につきましては、別紙印刷して配付しております

ので、朗読及び説明を省略いたします。

以上で、町長行政報告を終わります。

◎議案第１号 町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、議案第１号町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第１号町長等の給与に関する条例の一部を
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改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。このたびの改正は、令和７年人事院

勧告に伴い、期末・勤勉手当の支給割合が引き上げられる一般職員との均衡を考慮し、期末手当の

支給割合を改めるものであります。条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により

ご説明いたします。

１頁をご覧ください。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でありま

す。

第１条関係は、令和７年度に係るものであります。

第３条は手当で、第３項ただし書中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合には１００

分の２３０を、１２月に支給する場合には１００分の２３５」に改め、１２月に支給する期末手当

の支給割合を「１００分の５」引き上げるものであります。

２頁をご覧ください。第２条関係は、令和８年度に係るものであります。

第３条は手当で、第３項ただし書中「、６月に支給する場合には１００分の２３０を、１２月に

支給する場合には１００分の２３５」を「１００分の２３２.５」に改め、６月期及び１２月期の支

給割合を平準化するものであります。

附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月期支給の期末手当から適用する。

ただし、第２条の規定は令和８年４月１日から施行するものであり、既に支払われた期末手当は、

改正後の内払であることを規定しております。

以上がただいま上程されました、議案第１号町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、議案第２号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第２号職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、令和７年人事院勧告に伴うもので、改正する主な内容は、給料表の改定、期

末・勤勉手当の支給割合の改定、通勤手当支給額等の改定であります。条例の改正内容は、議案に

添付しております新旧対照表によりご説明いたします。

１頁をご覧ください。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でありま
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す。

第１条関係は、令和７年度に係るものであります。

第９条の２は通勤手当で、第２項第２号に規定する、使用距離が片道１０キロメートル以上で、

５キロ刻みで定められている「ウ」から、２頁をご覧ください。「シ」までの手当額、及び「ス」

の片道６０キロメートル以上の手当額を、その距離に応じて２００円から７,１００円引き上げる

もので、各区分ごとの手当額は記載のとおりであります。

第１５条は期末手当で、一般職員に係る改正として、第２項中「１００分の１２５」を「、６月

に支給する場合には１００分の１２５を、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」に改

め、１２月に支給する期末手当の支給割合を「１００分の２.５」引き上げるもの。

再任用職員に係る改正として、第３項中「「１００分の７０」と」の次に「、「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の７２.５」と」を加え、１２月に支給する期末手当の支給割合を「１

００分の２.５」引き上げるものであります。

第１５条の４は勤勉手当で、一般職員に係る改正として、第２項第１号中、３頁をご覧ください。

「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合には１００分の１０５を、１２月に支給する場合

には１００分の１０７.５」に改め、１２月に支給する勤勉手当の支給割合を「１００分の２.５」

引き上げるもの。

再任用職員に係る改正として、第２号中「１００分の５０」を「、６月に支給する場合には１０

０分の５０を、１２月に支給する場合には１００分の５２.５」に改め、１２月に支給する勤勉手

当の支給割合を「１００分の２.５」引き上げるものであります。

４頁から６頁は、別表第１で行政職給料表の改正であります。

７頁をご覧ください。第２条関係は、令和８年度に係るものであります。

第９条の２は通勤手当で、支給単位期間ごとに規定している第２項第２号を「前項第２号に掲げ

る職員６万６,４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額」

に改めます。

８頁をご覧ください。第１５条は期末手当で、一般職員に係る改正として、第２項中「、６月に

支給する場合には１００分の１２５を、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」を「１

００分の１２６.２５」に改め、６月期及び１２月期の支給割合を平準化するもの。

再任用職員に係る改正として、第３項を「定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１.２５」とする。」

に改め、６月期及び１２月期の支給割合を平準化するものであります。

第１５条の４は勤勉手当で、一般職員に係る改正として、第２項第１号中、９頁をご覧ください。

「、６月に支給する場合には１００分の１０５を、１２月に支給する場合には１００分の１０７.

５」を「１００分の１０６.２５」に改め、６月期及び１２月期の支給割合を平準化するもの。

再任用職員に係る改正として、第２号中「、６月に支給する場合には１００分の５０を、１２月

に支給する場合には１００分の５２.５」を「１００分の５１.２５」に改め、６月期及び１２月期

の支給割合を平準化するものであります。

附則として、第１条は施行期日等で、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定

は令和８年４月１日から施行する。

第２項は、第１条の規定による改正後の給与条例の規定中、第１５条第２項及び第３項、第１５

条の４第２項の改正規定は、令和７年１２月期支給の期末手当及び勤勉手当から適用し、第９条の
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２第２項第２号及び別表第１の改正規定は、令和７年４月１日から適用する。

第２条は、給与の内払いで、すでに支払われた給与は、改正後の給与の内払であることを規定し

ております。

第３条は、規則への委任で、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることを規定して

おります。

以上がただいま上程されました、議案第２号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第３号長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期

末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明

員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第３号長万部町パートタイム会計年度任用

職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案

理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、令和７年人事院勧告に伴い、期末・勤勉手当の支給割合が引き上げられる一

般職員との均衡を考慮し、パートタイム会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給割合を改めるも

のであります。条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。

１頁をご覧ください。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でありま

す。

第１条関係は、令和７年度に係るものであります。

第８条は期末手当で、第３項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００分の

１２５を、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」に改め、１２月に支給する期末手当

の支給割合を「１００分の２.５」引き上げるもの。

第８条の２は勤勉手当で、第３項中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１０５を、１２月に支給する場合には１００分の１０７.５」に改め、１２月に支給する期末

手当の支給割合を「１００分の２.５」引き上げるものであります。
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２頁をご覧ください。第２条関係は、令和８年度に係るものであります。

第８条は期末手当で、第３項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５を、１２月に支給

する場合には１００分の１２７.５」を「１００分の１２６.２５」に改め、６月期及び１２月期の

支給割合を平準化するもの。

第８条の２は勤勉手当で、第３項中「、６月に支給する場合は１００分の１０５を、１２月に支

給する場合には１００分の１０７.５」を「１００分の１０６.２５」に改め、６月期及び１２月期

の支給割合を平準化するものであります。

附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和７年１２月期支給の期末手当及び勤勉手当

から適用する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行するものであり、すでに支払

われた報酬、期末手当及び勤勉手当は、改正後の内払であることを規定しております。

以上がただいま上程されました、議案第３号長万部町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期

末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての内容であります。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第４号 長万部町議会議員の期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第４号長万部町議会議員の期末手当支給に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第４号長万部町議会議員の期末手当支給に

関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、期末手当の支給割合が引き上げられる特別職との均衡を考慮し、議員の期末

手当支給割合を改めるものであります。条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表に

よりご説明いたします。

１頁をご覧ください。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容でありま

す。

第１条関係は、令和７年度に係るものであります。

第１条は期末手当で、第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合には１００分の

２３０を、１２月に支給する場合には１００分の２３５」に改め、１２月に支給する期末手当の支

給割合を「１００分の５」引き上げるものであります。
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２頁をご覧ください。第２条関係は、令和８年度に係るものであります。

第１条は期末手当で、第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２３０を、１２月に支給

する場合には１００分の２３５」を「１００分の２３２.５」に改め、６月期及び１２月期の支給

割合を平準化するものであります。

附則として、この条例は公布の日から施行し、令和７年１２月期支給の期末手当から適用する。

ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行するものであり、すでに支払われた期末手当

は、改正後の内払であることを規定しております。

以上がただいま上程されました、議案第４号長万部町議会議員の期末手当支給に関する条例の一

部を改正する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第５号 長万部町税条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第５号長万部町税条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

小川税務課長。

○税務課長（小川洋） ただいま上程されました、議案第５号長万部町税条例の一部を改正する条

例について、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の改正は、特定非営利活動法人の住所変更及び解散に伴い、第３４条の７寄付金税額控除の

別表を整理するものであります。

改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改正後、

右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

別表第２中「字平里９９番地１４」を「字長万部４１３番地」に改め、「特定非営利活動法人お

しゃまんべ夢倶楽部」及び「北海道山越郡長万部町字長万部４５０番地１」を削るものであります。

附則としてこの条例は、公布の日から施行するものであります。

以上がただいま上程されました、議案第５号長万部町税条例の一部を改正する条例の内容であり

ます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。
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〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号 長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第６号長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

小川税務課長。

○税務課長（小川洋） ただいま上程されました、議案第６号長万部町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例について提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の基礎課税

限度額及び後期高齢者支援金等課税限度額を引き上げ、課税限度額の合計額を国の基準と同額とす

るため、条例の一部を改正するものであります。

改正内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改正後、

右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第２条は課税額で、第２条第２項中、「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項中、「２４

万円」を「２６万円」に改め、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を引き上げます。

この改正により、介護納付金課税額を含めた課税限度額の合計額は、現行の「１０６万円」から

「１０９万円」へ「３万円」の引き上げとなり、国の基準と同額となります。

第２３条は、国民健康保険税の減免で、第２３条中、「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」

を「２６万円」に改めます。この改正により、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る７割軽

減、５割軽減、２割軽減後の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の限度額を改めるものであ

ります。

附則第１条は施行期日で、この条例は、令和８年４月１日から施行する。

第２条は適用区分で、改正後の長万部町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

によるとするものであります。

以上がただいま上程されました、議案第６号長万部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。
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お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号 長万部町火災予防条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、議案第７号長万部町火災予防条例の一部を改正する条例の件

を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

沼田消防長。

○消防長（沼田明宏） ただいま上程されました、議案第７号長万部町火災予防条例の一部を改正

する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、消防庁次長通知により林野火災注意報や警報の適格な発令等によって、林野

火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、条例の一部を改正するもので

あります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明いたします。表

の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

１頁をご覧ください。第３章の２、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等の次に第３章

の３、林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９）を加えるもの。

第２９条中「火災に関する警報」を（法第２２条第３項に規定する火災に関する警報をいう。以

下同じ。）に改め、同条第７号を削るもの。

２頁をご覧ください。第４９条の３、第１項第３号中、「第５２条」を「第５２条第１項」に改

めるもの。

第５２条第１号中「行為」を「行為（たき火を含む。)に改め、同条に次の１項を加えるもの。

消防長（消防署長）は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び

区域を指定することができる。

附則として、この条例は令和８年１月１日から施行する。

以上がただいま上程されました、議案第７号長万部町火災予防条例の一部を改正する条例の内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎議案第８号 令和７年度長万部町一般会計補正予算（第６号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、議案第８号令和７年度長万部町一般会計補正予算（第６号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第８号令和７年度長万部町一般会計補正予

算（第６号）について、その内容をご説明いたします。

今回補正する主なものは、人事院勧告及び会計科目間異動に伴う職員給与費の整理などで、歳入

歳出にそれぞれ１億９,２８５万２,０００円を追加し、補正後の予算総額を７１億８,１６０万９,

０００円とするものであります。

内容は、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

はじめに、人件費からご説明いたします。歳出の内訳なかほどに、人件費として報酬、給料、職

員手当等、共済費を別枠で記載しており、１頁の議会費から３頁の教育費まで計上しております。

３頁の歳出合計額をご覧ください。人件費の総額でご説明いたします。人件費全体では、人事院

勧告や休職者、会計間異動等を整理し、３,３０８万５,０００円の追加であります。

内訳として、報酬５４０万３,０００円の追加、給料３４９万３,０００円の追加、職員手当等は、

職員分７８３万９,０００円、会計年度任用職員分１９１万８,０００円、議員期末手当１１万７,

０００円の合計９８７万４,０００円の追加。共済費１,４３１万５,０００円の追加であります。

１頁にお戻りください。次に、人件費以外についてご説明いたします。

総務費は、４,６２２万９,０００円の追加であります。財産管理費、需用費１７万２,０００円

の減額は、Ｂ＆Ｇ財団支援事業に係る消耗品費。役務費５万５,０００円の追加は車保険料。

企画費、報償費７９８万円の追加は、まちづくり基金寄附者返礼品。負担金・補助及び交付金２

４０万円の減額は、地域間幹線系統維持費補助１６０万５,０００円の減額、市町村生活バス路線

運行事業補助２０万５,０００円の追加、地域おこし協力隊員起業支援補助１００万円の減額。償

還金・利子及び割引料４１４万円の追加は、過年度分国庫補助金の精算による地方創生臨時交付金

返還金で、歳入では、２頁の１８繰入金、まちづくり基金繰入金１,８７６万円のうち７９８万円

を計上いたしました。

電子計算費、需用費３９万２,０００円の追加は、消耗品費３２万円、修理費７万２,０００円。

委託料４９万５,０００円の追加は、子ども子育て支援金対応に伴う財務会計システム改修委託。

ガス・温泉管理費、旅費５万１,０００円の追加は費用弁償。需用費２２５万円の追加は、ガス

圧縮機の経年劣化に伴う修理費。委託料７００万円の追加は、天然ガス・温泉業務管理委託。

防災防犯諸費、委託料３８３万８,０００円の追加は、Ｊアラート更新委託３８１万円、防災行

政情報伝達システム機器保守委託２万８,０００円。備品購入費１７万２,０００円の追加は、Ｂ＆

Ｇ防災備品。負担金・補助及び交付金１０９万８,０００円の減額は、申請期限の終了に伴う水柱

被害住宅修繕支援事業補助で、歳入では、２頁の２０町債、総務債、防災設備整備債で３８０万円

を計上いたしました。

民生費は、９,５５９万６,０００円の追加であります。社会福祉総務費、負担金・補助及び交付

金６０万円の追加は、保育環境改善事業補助５２万５,０００円、保育所等性被害防止対策設備等

支援事業費補助７万５,０００円。扶助費４００万円の追加は冬期福祉給付金。繰出金８１万８,０
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００円の追加は、職員給与費等の整理に伴う国民健康保険特別会計繰出金で、歳入では、１４国庫

支出金、総務費国庫補助金、地方創生事業１,４３３万５,０００円のうち４００万円、民生費国庫

補助金、保育対策総合支援事業で４０万円を計上いたしました。

老人福祉総務費、役務費１,０００円の追加は審査支払手数料。負担金・補助及び交付金２０万

円の追加は、利用者負担軽減事業補助で、歳入では、１５道支出金、民生費道補助金、介護サービ

ス利用者負担軽減事業で１５万円を計上いたしました。

老人福祉費、繰出金３１２万７,０００円の追加は、職員給与費等の整理に伴う介護保険特別会

計繰出金。

心身障害者特別対策費、扶助費３,８００万円の追加は、サービス利用数の増などによる介護・

訓練等給付費で、歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、自立支援給付で１,９００万円。

民生費国庫補助金、地域障がい児等支援体制強化事業で１７２万６,０００円。１５道支出金、民

生費道負担金、自立支援給付で９５０万円、民生費道補助金、地域障がい児等支援体制強化事業で

８６万３,０００円を計上いたしました。

老人福祉センター施設費、使用料及び賃借料５,０００円の追加は土地借上料。児童福祉総務費、

需用費６万６,０００円の追加は印刷費。

児童措置費、負担金・補助及び交付金４，０００万円の追加は、利用見込児童数の増などによる、

幼稚園等施設型給付負担金で、歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、子どものための教

育保育給付費で１,７０６万６,０００円。１５道支出金、民生費道負担金、子どものための教育保

育給付費で７４６万円を計上いたしました。

衛生費は、７,１１２万６,０００円の追加であります。２頁をご覧ください。ごみ処理費、役務

費１万３,０００円の追加は車保険料。委託料９０万１,０００円の追加は、ごみ収集量の増加によ

る処理人員の増に伴う清掃センター運転管理業務委託。備品購入費１,０７８万円の追加は、経年

劣化によるタイヤショベルの更新で、歳入では、１８繰入金、まちづくり基金繰入金１,８７６万

円のうち１,０７８万円を計上いたしました。

病院事業費、繰出金７,２００万円の追加は、収支不足分に係る病院事業会計繰出金であります。

農林水産業費は、３,９４２万１,０００円の追加であります。農地費、負担金・補助及び交付金

６９２万５,０００円の追加は、長万部地区道営草地整備事業負担金で、歳入では、１頁の１２分

担金及び負担金、農林水産業費分担金、道営草地整備事業分担金で７２７万５,０００円を計上。

１５道支出金、農林水産業費道補助金、道営草地整備事業で８９万円を減額いたしました。

公共牧場管理運営費、委託料９１２万４,０００円の追加は、管理運営委託で、肥料価格の高騰

や人件費などの増によるもの。歳入では、１頁の１３使用料及び手数料、農林水産使用料、公共牧

場使用料で、入牧頭数の増加に伴い１９３万３,０００円を計上いたしました。

水産業振興費、負担金・補助及び交付金２２１万円の追加は、さけ増殖事業補助で、年々減少し

続ける秋鮭の回帰率改善のため、町内河川への稚魚の放流事業への支援として、事業主体でありま

す長万部漁業協同組合に補助するもの。水産基盤整備費、負担金・補助及び交付金２,４００万円

の追加は、水産物供給基盤機能保全事業地元負担金で、歳入では、２０町債、農林水産業債、水産

基盤整備債で２,４００万円を計上いたしました。

土木費は、３,４５４万３,０００円の減額であります。道路橋梁維持費、工事請負費１５０万円

の追加は、栄橋橋脚維持工事。公共下水道費、繰出金３,９１７万９,０００円の減額は、６年度実

績額の精算に伴う公共下水道事業会計繰出金。公園費、工事請負費８６万９,０００円の減額は、
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ふれあい公園コンビネーション遊具改修工事などの執行残であります。

消防費は、６１１万４,０００円の追加であります。常備消防費、旅費８万円の追加は、救急業

務管外搬送の増による普通旅費。需用費４４万円の追加は、新採用職員の被服費。消防施設費、需

用費６１万５,０００円の追加は、車修理費４２万円、施設修理費１９万５,０００円で、不良箇所

の修理や高額な修理が発生したことに伴う不足分の計上。工事請負費７５万７,０００円の減額は、

消防庁舎オーバードア交換工事の執行残であります。

教育費は、３,１６６万円の減額であります。事務局費、負担金・補助及び交付金２６万８,００

０円の減額は奨学金給付金。貸付金５３万６,０００円の減額は奨学金貸付金。中学校費、学校管

理費の需用費１１８万８,０００円の追加は、中型スクールバスに係る備品修理費。

３頁をご覧ください。学校給食センター費、需用費１,７０３万６,０００円、役務費２７万８,

０００円、委託料２,０４７万７,０００円の減額は、施設の使用終了等に伴う減額であります。

歳入では、１頁の１２分担金及び負担金、教育費負担金、給食費負担金で５６３万８,０００円、

高等学校給食費負担金で１０１万円を減額いたしました。

諸支出金１２万９,０００円の減額は、ガス事業費の繰出金で、児童手当などに係るガス事業会

計繰出金であります。

次に、歳入についてご説明いたします。１頁にお戻りください。ただいま歳出でご説明した分は

省略させていただきます。

１４国庫支出金、衛生費国庫補助金、感染症予防等事業２４万８,０００円の追加は、市町村間

の情報連携システム改修に係る補助。

１５道支出金、民生費道補助金、援護事務費交付金１万１,０００円の追加は、特別弔慰金に係

る事務費。

１６財産収入、不動産売払収入、土地売払収入８１１万５,０００円の追加は、町有地を新幹線

駅東口駅前広場事業用地として北海道に売り払うもの。

１８繰入金、財政調整基金繰入金３,６５１万８,０００円の追加は、今回の補正で不足する財源

を、当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この基金取り崩し後の当基金残高見

込額は、４億５,１２９万６,０００円となります。

２頁をご覧ください。森林環境譲与税基金繰入金２１万２,０００円の追加は、農林水産業費、

林業振興費の会計年度任用職員に係る人件費。

北海道新幹線建設関連補償事業基金繰入金２,９０１万８,０００円の追加は、６年度からの繰越

事業への充当分であります。

次に、補正予算書の４頁をご覧ください。第２表の地方債補正は、追加と変更であります。上段

の追加は、起債の目的が、防災設備整備、限度額・３８０万円で、起債の方法、利率、償還の方法

については記載のとおりであります。下段の変更は、起債の目的が水産基盤整備で、変更前の２,

８００万円を、変更後の５,２００万円に変更したいというものであります。

以上がただいま上程されました、令和７年度長万部町一般会計補正予算（第６号）の内容であり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに議会費、９

頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に総務費、９頁から１１頁です。ありませんか。



- 15 -

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、１１頁から１３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、１３頁から１４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、１４頁から１６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に商工費、１６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、１７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、１８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、１８頁から２１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸支出金、２１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに分担金及び負担金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に使用料及び手数料、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に国庫支出金、５頁から６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に道支出金、６頁から７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に財産収入、７頁です。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） 不動産売払収入の、土地売払収入８１１万５,０００円なんですけど、

これ場所と面積お聞きします。

○議長（柏倉恵里子） 岸上新幹線推進課長。

○新幹線推進課長（岸上尚生） ただいまの質問についてお答えいたします。場所につきましては、

字長万部４５８の９の一部、駅前広場のクリーンシステムの付近の土地になります。新たに駅前広

場として整備する上で増やす部分、こちらは北海道のほうが土地を購入するということになります。

面積につきましては５５５.８８平方メートル。土地単価につきましては１万４,６００円での買収

ということになってございます。以上でございます。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし〕の声あり〕

次に繰入金、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、８頁です。ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に４頁をご覧ください。第２表、地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

１１時５分まで休憩いたします。

１０時５１分 休憩

１１時０５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第９号 令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、議案第９号令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

増田町民課長。

○町民課長（増田理恵） ただいま上程されました、議案第９号令和７年度長万部町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正の主なものは、人事院勧告に伴う職員及び会計年度任用職員の給与改定による人件費

並びに保険給付費等交付金の再確定による返還に係る補正で、歳入歳出にそれぞれ１８３万５,０

００円を追加し、補正後の予算総額を７億１,４７７万１,０００円とするものであります。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。総務費は、１０９万２,０００円の追加であります。一

般管理費の給料２６万円、職員手当等１５万５,０００円、共済費４０万３,０００円の追加は、職

員の給与改定によるものであります。医療費適正化対策費の報酬１４万６,０００円、職員手当等

６万５,０００円、共済費６万３,０００円の追加は、会計年度任用職員である医療事務員の給与改

定によるものであります。

諸支出金は、７４万３,０００円の追加であります。保険給付費等交付金償還金の、償還金・利

子及び割引料に、保険給付費等交付金の再確定による返還金として７４万３,０００円を追加する

ものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。道支出金、保険給付費等交付金の１０１万７,０００円

は、特別交付金の追加であります。繰入金、一般会計繰入金８１万８,０００円は、人件費分繰入

金の追加であります。

以上が、議案第９号令和７年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の提案内容で



- 17 -

あります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から

４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 令和７年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第２号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１３、議案第１０号令和７年度長万部町介護保険特別会計補正予算

（第２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田野保健福祉課長。

○保健福祉課長（田野憲哉） ただいま上程されました、議案第１０号令和７年度長万部町介護保

険特別会計補正予算（第２号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正の主なものは、人事院勧告に伴う職員及び会計年度任用職員の給与改定による人件費

並びに保険給付費の需要増に係る補正で、歳入歳出にそれぞれ３９７万７,０００円を追加し、補

正後の予算総額を９億２,９８７万５,０００円とするものであります。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。１総務費は、９２万５,０００円の追加であります。一

般管理費の給料２７万３,０００円、職員手当等１６万５,０００円、共済費４８万７,０００円の

追加は、職員の給与改定によるものであります。

２保険給付費は、８５万円の追加であります。福祉用具購入費の負担金・補助及び交付金４５万

円、住宅改修費の負担金・補助及び交付金４０万円の追加は、それぞれのサービスの需要増による

ものであります。

３地域支援事業費は、２２０万２,０００円の追加であります。包括的支援・任意事業費の報酬

１０万円、給料７７万４,０００円、職員手当等５０万７,０００円、共済費８２万１,０００円の

追加は、職員及び会計年度任用職員の給与改定によるものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。８繰入金は、３９７万７,０００円の追加であります。

一般会計繰入金のその他一般会計繰入金３１２万７,０００円の追加は、職員及び会計年度任用職

員の給与改定による人件費の増分であります。また、介護給付費準備基金繰入金８５万円の追加は、

保険給付費の増分によるものであります。

以上が、議案第１０号令和７年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第２号）の内容でありま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から
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５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１４、議案第１１号令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中水道ガス課長。

○水道ガス課長（田中俊和） ただいま上程されました、議案第１１号令和７年度長万部町ガス事

業会計補正予算（第２号）の内容についてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正で、はじめに予算第３条に定めた収益的収入及び支出

のうち、支出のガス事業費に９６万４,０００円を追加し、補正後の支出予定額を１億３,８６８万

７,０００円に改めるものであります。

内訳では、製造費の給料２６万１,０００円、手当１１万２,０００円の追加、賞与引当金繰入額

１８万９,０００円の減額、法定福利費２６万３,０００円の追加、退職給付費４万９,０００円の

減額、供給販売費では給料２７万１,０００円、手当１０万円、賞与引当金繰入額５万２,０００円、

法定福利費１７万６,０００円の追加、退職給付費３万３,０００円の減額でございます。

次に、収入のガス事業収益に６８７万１,０００円を追加し、補正後の収入予定額を１億２,１７

１万１,０００円に改めるものであります。

内訳では、その他営業外収益７００万円の追加は、天然ガス・温泉業務管理委託の人件費分にか

かるもの、その他特別利益の一般会計補助金１２万９,０００円の減額は、児童手当及び基礎年金

拠出金の増減にかかるものでございます。

次に補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出については、概要でご説明

をいたしましたので、省略をさせていただきます。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費の合計額となっ

ており、今回の補正に伴い、予算第７条中「３,３４９万６,０００円」を「３,４４６万円」に改

めるものであります。

第４条は、他会計からの補助金の変更で、予算第８条中、一般会計補助金の基礎年金拠出金に係

る公的負担分は、変更前「９７万６,０００円」を変更後「１０６万７,０００円」に、児童手当分

は、変更前「６０万円」を変更後「３８万円」に改めるものであります。

以上が、令和７年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）の内容であります。よろしくご審
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議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。２頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第３条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び

第４条、他会計からの補助金を一括して行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 令和７年度長万部町水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１５、議案第１２号令和７年度長万部町水道事業会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中水道ガス課長。

○水道ガス課長（田中俊和） ただいま上程されました、議案第１２号令和７年度長万部町水道事

業会計補正予算（第１号）の内容についてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正で、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、

支出の水道事業費に１,９２８万９,０００円を追加し、補正後の支出予定額を５億４５万６,０００

円に改めるものであります。

内訳では、原水費の給料２３万７,０００円、手当１２万１,０００円、賞与引当金繰入額６万８,

０００円、法定福利費２万６,０００円の追加。配水費では、給料１２万９,０００円、手当１３万

２,０００円、賞与引当金繰入額５万５,０００円、法定福利費４万６,０００円の追加。委託料１,

２００万円の追加は、静狩地区における井戸新設に伴う取水地の変更及び花岡地区における給水区

域を拡張するための水道事業変更認可申請書作成業務を委託するものでございます。

業務費では、給料１３万２,０００円、手当６万５,０００円、賞与引当金繰入額２万５,０００円、

法定福利費８万５,０００円の追加。総係費では、退職給付費６万８,０００円の追加。減価償却費

では、固定資産減価償却費６１０万円の追加でございます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出については、概要でご説

明をいたしましたので省略をさせていただきます。

第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費の合計額となっ

ており、今回の補正に伴い、予算第７条中「２,１６５万１,０００円」を「２,２８４万円」に改め

るものであります。

第４条は、条文の追加で、予算第９条の次に第１０条債務負担行為を加えるものであります。事
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項は、水道事業変更認可申請書作成業務委託で、期間は、令和７年度から令和８年度までの２年間、

限度額は、総額１,２００万円以内でございます。

以上が、令和７年度長万部町水道事業会計補正予算（第１号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的支出を行います。２頁です。あ

りませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第３条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び

第４条、債務負担行為を一括して行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１６、議案第１３号令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予

算（第２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中水道ガス課長。

○水道ガス課長（田中俊和） ただいま上程されました、議案第１３号令和７年度長万部町公共下

水道事業会計補正予算（第２号）の内容についてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の補正であります。

はじめに、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出の下水道事業費に２３３万９,０

００円を追加し、補正後の支出予定額を４億９,３０３万５,０００円に改めるものであります。

内訳では、管渠費の修繕費３３０万円の追加は、マンホールの修繕にかかる費用でございます。

続きまして総係費では給料６７万２,０００円の追加、手当２９８万５,０００円の減額、賞与引

当金繰入額１８万４,０００円、法定福利費１２６万円２,０００円の追加、退職給付費９万４,００

０円の減額でございます。

次に、収入の下水道事業収益から３,９１７万９,０００円を減額し、補正後の収入予定額を３億

８,３８９万２,０００円に改めるものであります。

内訳では、他会計補助金の一般会計補助金３,９１７万９,０００円の減額は、令和６年度決算に

伴う補助金の精算によるものでございます。

次に、予算第４条に定めている、資本的収入及び支出のうち、資本的支出に１,１００万円を追加

し、補正後の支出予定額を６億６,７５０万７,０００円に改めるものであります。
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内訳では、管渠建設改良費１,１００万円の追加は、新規受益者の下水道管接続のための延伸にか

かる費用でございます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出並びに第３条の資本的支

出及び収入については、概要でご説明をいたしましたので、省略をさせていただきます。

第４条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費で、職員給与費の合計額となっ

ており、今回の補正に伴い、予算第８条中「４,２０２万５,０００円」を「４,１０６万４,０００

円」に改めるものであります。

第５条は、他会計からの補助金の変更で、予算第９条中、一般会計補助金の基準外補助金は、変

更前「６,６９７万１,０００円」を変更後「２,７７９万２,０００円」に改めるものであります。

以上が、令和７年度長万部町公共下水道事業会計補正予算（第２号）の内容であります。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに、収益的収入及び支出を行います。２

頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的支出を行います。２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第４条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び

第５条、他会計からの補助金を一括して行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 令和７年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１７、議案第１４号令和７年度長万部町病院事業会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

橋本病院事務長。

○病院事務長（橋本啓一） ただいま上程されました、議案第１４号令和７年度長万部町病院事業

会計補正予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出に係る補正であります。補正予算の内容につきましては、補

正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

概要の１頁をご覧ください。予算第３条に定めた収益的収入および支出のうち、支出の病院事業

費用に１,７８６万７,０００円を追加し、補正後の支出予定額を７億７,９７４万２,０００円に改

めるものであります。

内訳は、給与費の給料が９１万２,０００円の追加。手当は３００万７,０００円の追加で、人事
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院勧告に伴う給与改定分の追加及び職員の異動等に係るものであります。報酬１８８万１,０００

円の減額は会計年度任用職員の異動等に係るものであります。賞与引当金繰入額１４６万円の追加

は期末勤勉手当等。法定福利費２７３万７,０００円の追加は共済組合負担金等。退職給付費１,１

６３万２,０００円の追加は退職手当組合負担金であります。

次に収入は、病院事業収益が４万４,０００円の減額で、補正後の収入予定額を７億３,２７９万

９,０００円に改めるものであります。

内訳は、入院収益が３,０７１万７,０００円の減額で、入院患者数の減によるものです。外来収

益は４,１３２万７,０００円の減額で、外来患者数の減によるものであります。他会計補助金は、

７,２００万円の追加で、入院・外来収益の減収分を一般会計から補てんするものであります。

補正予算書の１頁をご覧ください。第２条、業務の予定量の年間患者数入院延べ「６,５７０人」

を「５,８４０人」に、外来延べ「２万２,０２２人」を「２万６５５人」に改めるものであります。

第３条の収益的収入及び支出は、概要の中で説明いたしましたので省略させていただきます。

第４条は、予算第６条で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を改めるも

ので、給与費の追加により、予算総額を５億２,４８１万５,０００円に改めるものであります。

第５条は、他会計からの補助金で、予算第７条中、３億２,０００万円を３億９,２００万円に改

めるものであります。

以上が、令和７年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）の内容であります。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。２頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、第４条議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費及び第５条他会計からの補助金を一括して行います。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） １頁、第２条業務の予定量の変更だったんですけど、今年度の１日あ

たりの入院患者数、外来患者数をお聞きするのと、その数字というのは前年同期と比べてどうなっ

てるのかお聞きします。

○議長（柏倉恵里子） 橋本病院事務長。

○病院事務長（橋本啓一） まず、今年度の平均入院数ですが、１日あたり１１.３人になってお

ります。なお、外来は１日あたり６２.５人となっております。前年度と比較しまして、入院は４.

７人の減少、外来は２.２人の減少となっております。以上です。

○議長（柏倉恵里子） 高森議員。

○議員（６番 高森功治） テレビ等見てましても、全国の病院の７割くらいが赤字だって報道し

てまして、それは結構物価高によっても赤字が拡大しているという報道だったんですけど、長万部

の病院は物価高とかは影響はどうですか。

○議長（柏倉恵里子） 木幡町長。

○町長（木幡正志） 大事なとこで答弁させてもらいます。今全国で自治体病院の赤字額というの

が６,０００億増えてまして、先般は東京での会合の中で、私のほうから自治体病院の救済という

のは当然考えていてほしいという願いを出しました。

その点で今回内示が出たのが全国自治体救済に３,４００億が交付されるという話ですけれども、
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それから計算していくと長万部ってどの程度の救済額なるのかっていったら、大体５、６,０００

万の救済額にはなるんじゃないかなって気はしてるんだけども。

これを乗り越えていかないと、自治体病院って保たない。今コロナで入院患者の面会もさせてな

い。どこの病院でもそうなんです。一般病棟でもそうなんだけども、どんどん人口の減少も起きて

る。こうしたなかで高齢者の受診率も高くなってきている。

こういうこと含めて考えると、将来の自治体病院のあり方ってのは、もう議会で議論する、行政

が何か言うでなくて、国がどうやって自治体病院を守るんですか。これが全国的に大きな反響にな

ってて、全国で今救済をする、こういう措置になってくると、大体６,０００億超えるだろうと、

年間の交付金で。それしないと自治体病院保たない。

長万部も当然その中に入り込んで今出してて、去年募集した病院の病床数にかける申請は第１次

で止まっちゃった。もちろん話題に大きくなったのは、留萌の病院が大きな話題になったんだけど

も、もちろん長万部も申請しても却下された。

今回その事例を分けて、厚生労働省が全国から調査した結果の自治体病院の一般会計からの交付

額。これは６,０００億なってる。長万部もご多分に漏れず、今日も審議受けてるんだけど、その

中の数字を見てもこのとおり。そして今質問のある入院患者それから当日の外来患者、これは患者

数の動向についてもやっぱり減ってるとこ減ってる。ただし、長万部今工事関係者も入ってきてる

んで、健康診断とかそのほかのとこでカバーされてる分というのは多少あるんだけども、もう自治

体がカバーして病院を守るっていう時代じゃなくて、やっぱり国が医療関係の数字を、係数を守っ

てやってくれと。そうしないと自治体病院が崩壊すると。

そこの町の医療関係はまるきり崩壊するわけだから、だから自治体が病院を守っていくための一

般会計の繰入、これはもう限界に達してるよという話も、先般北海道代議士会のほうに出席させて

いただいて、その旨を話をさせていただいた。あとは政治的な判断。厚生労働省とどうやって地方

の自治体病院守るのかっていう議論を展開してほしいということの申し入れがあったんだけども、

頑張りますという、頑張ってどうなる、結論が見えてこない。やっぱりそこは政治の世界で、厚生

労働省とどうやって全国の自治体病院抱える諸先生方が頑張ってくれるのかっていうことが大きな

賭けになってきてるんだけど。今ようやく一歩、３,４００億って数字が出てきて。これの分配方

法ってのはこれからと思います。

一生懸命職員も医師も頑張ってやってくれてる部分ってのは我々も認めざるを得ないし、そこを

なんとか守っていくために、町民の健康を守っていく、これがやっぱり行政の使命感だと思うんで、

～～～ご理解いただければありがたいなと思ってますので、よろしくお願いします。

○議長（柏倉恵里子） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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議案配付のため暫時休憩いたします。

１１時３７分 休憩

１１時３８分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

佐々木事務局長。

○議会事務局長（佐々木学） 諸般の報告をいたします。ただいまから議題となります同意第１号

長万部町固定資産評価審査委員会委員の選任についての議案が町長より提出されましたので、お手

元に配付いたしました。以上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎同意第１号 長万部町固定資産評価審査委員会委員の選任について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１８、同意第１号長万部町固定資産評価審査委員会委員の選任つい

ての件を議題といたします。提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、同意第１号長万部町固定資産評価審査委員会委員

の選任について、提案理由をご説明いたします。

この委員の任期は３年で、令和８年１月２３日をもって任期満了となりますので、地方税法４２

３条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。

選任の同意を求める委員は３名の方であります。１人目の方は木村雅資様であります。２人目の

方は山田秀徳氏であります。３人目の方は高井優一氏であります。３名の方の住所等は記載のとお

りでございます。

以上３名の方を委員として選任したいので、ご同意くださるようよろしくお願いをいたします。

以上でございます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔（なし）の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって本件はこれに同意することに決定いたしました。
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◎休会の決定

○議長（柏倉恵里子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により１２月１０日と１１日の２日間を休会としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって１２月１０日と１１日の２日間を休会とすることに決定いたしま

した。

なお、本会議は１２月１２日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。

◎散会宣告

○議長（柏倉恵里子） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１１時４１分 散会


